
第 12回 古賀市自治基本条例（仮称）策定委員会・とりまとめ部会 

・日 時：平成 28年 7月 6日（水）19時～20時 40分 

・場 所：市役所 30３会議室 

・出席者 

・部会員（敬称略）：水田、篠﨑、今村、戸田、大神、本田（計 6名） 

 ※欠席者：髙村、最所（計 2名） 

・事務局：コミュニティ推進課長、同係長、法制担当 

・ファシリテーター：村田、今井（（株）エム環境デザインシステム） 

・会議内容：以下の通り 

 

１．「条例素案検討資料（とりまとめ部会案）」への第 16回策定委員会意見等の反映について 

・第 16回策定委員会の意見等を踏まえた「条例素案検討資料（とりまとめ部会案）」の修正点

について確認・検討を行った。 

【主な協議内容】 

・NPO、ボランティア団体など特定の目的やテーマでつながる団体については、「志縁団体」、

「テーマ型コミュニティ」などの表現方法があるが、自治基本条例においては「市民活動

団体」とする。 

 

２．第 17回策定委員会について 

・第 17回策定委員会のプログラム案等について確認。 

【主な協議内容】 

・「実効性の確保」については、第１７回策定委員会の中で具体的検討を行う。 

・プログラム資料について決定。 

 

３．自治基本条例（仮称）シンポジウムの開催について 

・シンポジウムの日程等について確認・決定。 

 ・日時：平成２８年１０月２３日（日）１３時３０分～１６時３０分 

 ・場所：リーパスプラザこが 交流館 多目的ホール 

 ・講師（予定）：津屋崎ブランチ LLP 代表 山口覚氏 

・テーマやプログラム等については今後検討する。 

以上 

資料１ 


